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中国会計・税務実務ニュースレター 

今回のテーマ： 16号公告に基づく税務調査における思わぬ落とし穴 

その①－技術指導料 

中国国家税務総局は、2015 年 3 月 18 日に「企業の国外関連者への費用支払に係る企業所得税問題に

関する公告」（国家税務総局公告［2015］16 号、以下「16 号公告」）を公布し、これを応じて各地域

において税務調査が行われています。今回は、税務調査における思わぬ落とし穴シリーズの第一弾とし

て技術指導料の税務調査事例及びその対応ポイントを紹介します。 

1. 事例 

➢調査対象会社の概要 

中国法人 B社は、精密電子部品の製造を行う日本親会社 A社に、年間 10

万ドルの技術指導料を支払っている。B社には、A社からの出向者 5名が

在籍しているが、毎月A社からの出張者数名による生産指導を受けている。 

➢税務調査 

16号公告に基づき、税務局は税務調査を行い、以下の資料及び説明等を

要求しました。 

① 技術指導者へのインタビューによる技術指導内容の聞き取り 

② 技術指導の成果物の提供 

③ 出向・出張者リスト、役職、給与および中国滞在履歴の提出 

④ 中国国内の技術コンサル会社と契約する場合の類似業務の内容、単価の違いに関する説明 

 

2. 中国子会社 B社の対応及び税務局の指摘 

➢中国子会社 B 社の対応 

税務局の要求に対し、中国子会社 B社は主に以下のように対応しました。 

① 常駐の総経理と工場長（日本親会社からの出向者）が税務調査官を工場に案内し、生産工程・技

術指導の内容について口頭にて説明 

② 財務部長は次の資料を提出 

・日本人全員の業務日報と給与明細 

・日本本社からの出張者の中国滞在期間リスト 

③ 技術指導員の出張スケジュール 

④ 技術指導料の金額が日本本社により決定された旨の口頭説明 

➢税務局の指摘 

B社の上記の対応を受け、税務局は以下のような問題点を指摘しました。 

企業所得税法および 16号公告により、B社の生産活動が B社の社員(出向者：常駐の総経理及び工場

長)により行われていている以上、A社から受けた技術指導は重複サービスに該当するため、損金算入を

否認する。 

 

3. 落とし穴及び対応ポイント 

本件において中国子会社Ｂ社の税務調査対応における主な落とし穴と対応ポイントは以下の通りで

す。 
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① 中国子会社の業務遂行能力の拡大説明 

日本親会社 A社から中国子会社への出張者による技術指導には、現に中国子会社が有している技

術以上の技術営業、日本親会社が時間とコストをかけて構築したノウハウ（生産工程図、品質管理・

不良回避技術/工程・企業秘密等）を、子会社と共有（独立第三者に提供できないもの）するための

ものが含まれています。中国子会社が認識している現状のみに基づき税務局に説明すると、技術指

導の範囲が狭くなり、中国子会社の現状における技術水準について誤解を与える傾向があります。 

従って、対応ポイントとしては、各種の業務フローにおける技術指導の役割の説明が重要で、親

子会社双方が協力して税務調査に対応することがポイントになると思われます。 

② 定量分析が比較的簡単であるのに対して、定性分析が困難であること 

実際の税務調査においては、設計レベル、作業人員の能力等を評価する定性分析が困難なため、

税務局は作業時間・人数、図面の数量、業務日報の有無等に基づく定量分析を重視する傾向がみら

れます。 

従って、日本本社も、税務局に反論可能な定量分析資料を整備すべきと思われます。 

 

お見逃しなく！ 

 2015年 9月 17日、国家税務総局は「特別納税調整実施弁法」意見募集文を公布し、現行の「特別納

税調整実施弁法」（2号文）を全面的に修正したうえで、パブリックに意見を募集しています。当該意

見募集文には、関連者間役務提供の章を初めて設けた 16号公告の内容が取り込まれています。今後、

関連者間役務提供の移転価格に関する規制は、より一層客観的かつ厳格になると思われます。 

 

 

参考：16公告の主な内容 

16号公告では、海外関連者に支払う費用に関し、引き続き独立取引原則を強調し、企業所得税損金不

算入の 4種類の費用項目を明確にしました。具体的な損金不算入項目は以下の通りです。 

① 不適格な海外関連者への支払 

機能を履行せず・リスクを引き受けない・実質的な経営活動のない海外関連者への支払い。 

② 不適格な労務費用 

A）企業による機能・リスクの引き受け又は経営と関係のない労務提供 

例えば、簡単な製造機能しかない中国子会社に対して、海外親会社が提供したレベルの高いコ

ンサル・法律サービス。 

B）関連者が直接又は間接的な投資家の投資利益を保証するために提供した管理・監督等役務 

C）関連当事者が提供したが、企業が既に第三者から購入、又は既に自ら実施した労務活動 

D）企業がグループの所属により枠外（一般水準以上）の利益を取得しているが、当該グループ内

の関連者より役務を受けていない。 

E）既に他の関連取引において補償を取得している労務活動 

F)直接又は間接的に企業に経済利益をもたらすことができない労務活動 

③ 無形固定資産の法的所有権だけを有し、価値創造に貢献していない関連者に支払ったロイヤルテ

ィ 

④ 資金調達・上場活動により生ずる付帯利益につき海外関連者に対して支払うロイヤルティ  

 


